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電動車椅子に係る補装具費の支給について 

 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法

律第１２３号）第７６条の規定に基づいて市町村が支給する電動車椅子に係る補

装具費について、別紙のとおり「電動車椅子に係る補装具費支給事務取扱要領」

を定め、平成３０年４月１日から適用することとしたので通知する。これにより、

支給事務の円滑かつ適正な実施及び利用者等の安全確保に資することとしたの

で、内容了知の上、貴管内市町村及び関係機関等へ周知方御配意願いたい。 

これに伴い、「電動車椅子に係る補装具費の支給について」（平成２２年３月

３１日障発０３３１第１１号）は廃止する。 

 


